
 

２－２０－１－１ 災害時の医療救護に関する協定 
 

 

栃木県（以下「甲」という。）と一般社団法人栃木県医師会（以下「乙」とい

う。）とは、災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」

という。）及び栃木県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、

甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものと

する。 

（医療救護） 

第２条 乙は、前条の規定に基づく医療救護活動の要請に対し、迅速かつ的確に

対応するため、医療救護活動計画の策定に努めるものとする。 

２ 医療救護活動は、次の事項等とする。 

（１）医療救護班の編成及び医療救護活動に関すること。 

（２）医療機関における救護に関すること。 

（３）郡市医師会等関係機関との連絡体制に関すること。 

（４）その他必要な事項 

（医療救護班の派遣） 

第３条 甲は、法及び防災計画に基づき、必要に応じて乙に医療救護班の派遣を

要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに医療救護班を編成し災害現場等

の救護所等に派遣するものとする。 

３ 災害の規模が広範囲となる場合又は地震による規模が震度６以上等であって、

緊急やむを得ない事情による場合には、乙は、自らの判断により医療救護班を

派遣できるものとする。この場合、乙は、速やかに甲に報告し、甲の承認を得

るものとする。 

（医療救護班に対する指揮） 

第４条 医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する医療救護班の指揮は、

甲が指定する者が行う。 
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（医療救護班の業務） 

第５条 乙が派遣する医療救護班は、甲又は市町村が設置する避難所、災害現場

等において医療救護活動を行うことを原則とする。 

  ただし、甲が災害時における応援協定等を締結している都道府県等に対し派

遣要請があった場合には、できる限りこれに協力するものとする。 

２ 医療救護班の業務は次のとおりとする。 

（１）傷病者に対する応急処置及び医療 

（２）傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

（３）死体の検案 

（医療救護班の輸送） 

第６条 甲は、医療救護活動が円滑にできるよう、医療救護班の輸送について、

必要な措置をとるものとする。 

（医薬品等の供給） 

第７条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行

するもののほか、甲が供給するものとする。 

（医療費） 

第８条 救護所、災害現場等における医療費は原則として無料とする。 

２ 収容医療機関における医療費は、原則患者負担とする。 

（収容医療機関の指定） 

第９条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協

力するものとする。 

２ 乙は、災害時における医療救護活動を円滑に行えるよう、県内各地の拠点と

なる病院に対し、協力の要請を行うとともに、入院患者の収容可能数等病院の

状況について、把握しておくものとする。 

（費用の弁償等） 

第10条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用

は、甲の負担とする。 

（１）医療救護班員が医療救護活動に従事したことによる日当、超過勤務手当、

旅費等の実費 

（２）医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

（３）医療救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状

態となり、あるいは死亡した場合の扶助費 
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（４）前各号以外で、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認める

もの 

２ 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。 

（細則） 

第11条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第12条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただ

し、この協定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定

の更新について意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算し

て１年間この協定は延長されるものとし、以後同様の扱いとする。 

（その他） 

第 14 条 この協定は、平成２６年４月１日から適用する。 

２ 平成１１年７月１日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その

１通を保有する。 

 

平成２６年４月１日 

 

甲  宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

栃 木 県 

                  知 事   福 田 富 一 

 

 

              乙  宇都宮市駒生町３３３７番地の１ 

一般社団法人栃木県医師会 

                 会 長   太 田 照 男 
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2－20－1－2   災害時の医療救護に関する協定 
 

栃木県（以下「甲」という。）と社団法人栃木県薬剤師会（以下「乙」という。）とは、

災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）

及び栃木県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う医療救護活動

に対する乙の協力に関して、災害時の応急対策業務の実施に関する基本合意書第３条の

規定により、必要な事項を定めるものとする。 

２ 甲及び乙は、法、防災計画及び市町村地域防災計画に基づき市町村が行う医療救護活

動について、それぞれの市町村が、本協定に準じ地区薬剤師会の協力を得て実施できる

よう必要な調整を行うものとする。 

 

（薬剤師班の派遣） 

第２条 甲は、法及び防災計画に基づく医療救護活動を実施する上で必要があると認めた

場合は、乙に対して協力を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに薬剤師班を編成し災害現場等の救護所等

に派遣するものとする。 

３ 災害の規模が広範囲となる場合又は地震の規模が震度６以上等であって、緊急やむを

得ない事情による場合には、乙は、自らの判断により薬剤師班を派遣できるものとする。

この場合、乙は、速やかに甲に報告し、甲の承認を得るものとする。 

 

（医療救護計画の策定） 

第３条 乙は、前条の規定により医療救護活動を実施するため、医療救護計画を策定し、

これを甲に提出するものとする。 

 

（薬剤師班の業務）              

第４条 乙が派遣する薬剤師班は、甲又は市町村が避難場所、避難所、災害現場等に設置

する救護所、医薬品等の集積場所その他甲が指定する場所において医療救護活動を行う

ことを原則とする。 

ただし、甲が災害時における応援協定等を締結している都道府県等に対し派遣要請が

あった場合には、できる限りこれに協力するものとする。 

２ 薬剤師班の業務は次のとおりとする。 

（１）救護所等において、調剤及び服薬指導を行う。 

（２）救護所等において、服薬情報を事前に把握し、医師に情報提供する。 
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（３）医薬品等の集積場所において、医薬品の仕分け、保管、管理、救護所等への医薬 

 品の供給を行う。 

（４）その他医療救護活動において必要な業務を行う。 

 

（指揮命令） 

第５条 乙により派遣された薬剤師班に対する指揮及び医療救護活動に係る連絡調整は、

甲が指定する者が行うものとする。 

 

（医薬品等の供給） 

第６条 薬剤師班が使用する医薬品等は、当該薬剤師班が携行するものの他、甲が供給す

るものとする。 

 

（調剤費） 

第７条 救護所等における調剤費は、原則として無料とする。 

 

（費用弁償） 

第８条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲の

負担とする。 

（１）薬剤師班の派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等の実費 

（２）薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

（３） 薬剤師班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、 

あるいは死亡した場合の扶助費 

（４）前各号以外の経費で、この協定実施のために要した経費のうち甲が特に必要と認め 

る費用 

２ 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。 

 

（細則） 

第９条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。 

 

（協議） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲

乙協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 11 条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から起算して１年間とする。ただし、こ

の協定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について
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意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間この協定は延長

されるものとし、以後同様の扱いとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１

通を保有する。 

 

平成２４年３月２８日 

 

          甲  宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

栃 木 県 

                 知 事   福 田  富 一 

 

 

          乙  宇都宮市緑５丁目１番５号 

社団法人栃木県薬剤師会 

                 会 長   長 野  順 一 
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２－20－１－３ 災害時の歯科医療救護に関する協定 
 

栃木県（以下「甲」という。）と社団法人栃木県歯科医師会（以下「乙」という。）とは、

災害時の歯科医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）及

び栃木県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う歯科医療救護活動

に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。 

２ 甲及び乙は、法、防災計画及び市町村地域防災計画に基づき市町村が行う歯科医療救護

活動について、それぞれの市町村が、本協定に準じ地区歯科医師会の協力を得て実施でき

るよう必要な調整を行うものとする。 

 

（歯科医療救護計画） 

第２条 乙は、前条の規定に基づく歯科医療救護活動の協力要請に対し、迅速かつ的確に対

応するため、歯科医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。 

２ 前項の歯科医療救護計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

（１）歯科医療救護班の編成及び活動計画 

（２）地区歯科医師会等関係機関との通信連絡計画 

（３）指揮系統 

（４）医薬品、医療資機材等の備蓄 

（５）その他必要な事項 

 

（歯科医療救護班の派遣） 

第３条 甲は、法及び防災計画に基づき、必要に応じて、乙に歯科医療救護班の派遣を要請

するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに歯科医療救護班を編成し災害現場等の救護

所等に派遣するものとする。 

３ 災害の規模が広範囲となる場合又は地震による規模が震度６以上等であって、緊急やむ

を得ない事情による場合には、乙は、自らの判断により歯科医療救護班を派遣できるもの

とする。この場合、乙は、速やかに甲に報告し、甲の承認を得るものとする。 

 

（歯科医療救護班に対する指揮） 

第４条 歯科医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する歯科医療救護班の指揮は、

甲が指定する者が行うものとする。 

- 7 -



（歯科医療救護班の業務） 

第５条 乙が派遣する歯科医療救護班は、甲又は市町村が避難場所、避難所、災害現場等に

設置する歯科医療救護所において歯科医療救護活動を行うことを原則とする。 

  ただし、甲が災害時における応援協定等を締結している都道府県等に対し派遣要請があ

った場合には、できる限りこれに協力するものとする。 

２ 歯科医療救護班の業務は次のとおりとする。 

（１）傷病者のスクリーニング（症状判別） 

（２）傷病者に対する応急処置の実施及び必要な歯科医療の提供 

（３）傷病者の後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

（４）検死・検案に際しての法歯学上の協力（個別識別） 

（５）被災者に対する口腔ケア活動 

（６）その他状況に応じた処置 

 

（歯科医療救護班の輸送） 

第６条 甲は、歯科医療救護活動が円滑に実施できるよう、歯科医療救護班の輸送について、

必要な措置を講じるものとする。 

 

（医薬品等の供給） 

第７条 歯科医療救護班が使用する医薬品等は、当該歯科医療救護班が携行するもののほか、

甲が供給するものとする。 

 

（医療費） 

第８条 歯科医療救護所における医療費は原則として無料とする。 

２ 後方医療機関における医療費は、原則患者負担とする。 

 

（費用弁償） 

第９条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲

の負担とする。 

（１）歯科医療救護班員が歯科医療救護活動に従事したことによる日当、超過勤務手当、旅

費等の実費 

（２）歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 

（３）歯科医療救護班員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態

となり、あるいは死亡した場合の扶助費 

（４）前各号以外で、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めるもの 

２ 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。 
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（細則） 

第 10 条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項については、

甲乙協議して定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協

定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表

示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して１年間この協定は延長されるも

のとし、以後同様の扱いとする。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者署名押印の上、各自その１通を保有

する。 

 

平成２４年２月２日 

 

 

甲  宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

                   栃 木 県 

                     知 事   福 田  富 一 

 

 

 

 

              乙  宇都宮市一の沢２丁目２番５号 

                   社団法人栃木県歯科医師会 

                     会 長   柴 田    勝 
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災害時及び新興感染症の発生・まん延時の 

災害支援ナース派遣調整業務に関する協定 

 

 

栃木県（以下「甲」という。）と公益社団法人栃木県看護協会（以下「乙」

という。）とは、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条  この協定は、医療法（昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。）

及び栃木県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が

行う災害支援ナース（医療法第 30 条の 12 の２第１項の規定に基づき登

録するものをいう。以下同じ。）を被災地の医療機関や避難所等に派遣

するための調整（以下「派遣調整」という。）に関し、乙は協力するも

のとし、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （災害支援ナースの派遣調整） 

第２条  甲は、法及び防災計画に基づく災害支援ナースの派遣調整を実施す

る上で必要があると認めたときは、乙に対し、甲の責任において派遣調整

を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに災害支援ナースが所属する

施設との連絡・調整を行い、派遣を行うことが可能な災害支援ナースの人

数、期間等を聴取する。 

３ 乙は、甲及び災害支援ナースが所属する施設と緊密に連携しつつ、派

遣先との間で、災害支援ナースのスケジュール、業務内容等の調整を行

う。                                        

４ 乙は、前項に掲げる業務のほか、実際の状況等に応じて、派遣調整 

の実施に当たって必要となる業務を実施する。 

 

 （災害支援ナースに対する派遣調整の指揮） 

第３条  円滑な派遣調整を実施するため、災害支援ナースに対する指揮は、

乙の中から、甲が指定する者が行うものとする。 

 

（費用弁償） 

第４条  この協定に基づき、乙が派遣調整を実施した場合に要する次の費用

は、予算の範囲内で甲の負担とする。 
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（１）災害支援ナースの派遣調整に要した日当、超過勤務手当、旅費等の実

費 

（２）災害支援ナースの派遣調整に要した消耗品費及び事務費の実費 

（３）前各号以外で、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認

める費用 

 

 （細目） 

第５条  この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるもの

とする。 

 

 （協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義を生じた事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 

 

 （有効期間） 

第７条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙から

文書による特段の意思表示がない限り、その効力を継続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者署名押印の上、

各自その１通を保有する。 

 

令和６（2024）年４月１日 

 

甲  宇都宮市塙田１丁目１番 20 号 

 

栃 木 県 

 

知 事  福田 富一 

 

 

乙  宇都宮市駒生町 3337 番地１ 

 

公益社団法人栃木県看護協会 

 

会 長  朝野 春美 
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災害時の医療救護に関する協定 

 

栃木県（以下「甲」という。）と社団法人栃木県柔道整復師会（以下「乙」という。）とは、

災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）及

び栃木県地域防災計画（以下「防災計画」）に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の

協力に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、法及び防災計画に基づく医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場

合は、乙に対して協力を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに救護班を編成し災害現場等の救護所等に派

遣するものとする。 

 

（救護班の業務） 

第３条 救護班の業務は、柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）に規定された業務の範

囲とする。 

 

（指揮命令） 

第４条 救護班に係る指揮命令は、甲が指定する者が行うものとする。 

 

（費用の弁償等） 

第５条 甲は、甲の要請に基づき乙が協力のために要した次の経費を負担するものとする。 

（１） 救護班の派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等 

（２） 救護班が携行した衛生材料等を使用した場合の実費 

（３） 救護班員が医療救護活動において負傷し、疫病にかかり又は障害の状態となり、

あるいは死亡した場合の扶助費 

（４） 前各号以外の費用で、甲が特に必要と認める費用 

２ 前項に規定する費用弁償等の額については、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）

に基づく政令及び規則並びに「災害に際し応急救護の業務に従事した者等に係る損害賠償

に関する条例」（昭和３９年栃木県条例第１１号）の例による。 

 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、その

都度甲乙が協議して定めるものとする。 
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（適用） 

第７条 この協定は、契約締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知

しない限り、その効果は継続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が署名押印の上、それぞれ

１通を保有する。 

 

平成２２年１２月２1日 

甲 宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

                栃 木 県 

                 知 事   福 田  富 一 

 

 

 

 

              乙 宇都宮市西一の沢町４番７号 

                社団法人栃木県柔道整復師会 

                 会 長   宇 井    肇 
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災害時のリハビリテーション支援活動に関する協定書 

 

災害時におけるリハビリテーション支援活動に関し、栃木県（以下「甲」という。）と栃

木県災害リハビリテーション支援関連団体協議会（以下「乙」という。）とは、次のとおり

協定を締結する。 

  

（総則） 

第１条 この協定は、国内で災害が発生した場合において、災害救助法（昭和 22 年法律第

118 号）、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）及び栃木県地域防災計画に基づき、

甲が災害時に行う医療救護活動（リハビリテーション支援活動を含む。以下同じ。）に対

する乙の協力に関し、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 災害リハビリテーションとは、被災者、要配慮者等（以下「支援対象者」という。）

の災害関連死、生活不活発病等を防ぐために、リハビリテーション医学及び医療の視点か

ら関連専門職が組織的に支援を展開することをいう。 

 

（支援活動の実施に伴う調整等） 

第３条 甲は必要と認めるときは、乙に対し甲が設置する保健医療福祉調整本部の運営へ

の協力について要請することができるものとする。 

２ 乙は前項の規定により甲から要請を受けた場合は、乙の会員の役職員の内から指定す

る者を運営に協力させることとする。 

 

（災害リハビリテーション支援活動に係る人材の派遣） 

第４条 甲は、災害リハビリテーション支援活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、

災害リハビリテーション支援チームの派遣を要請するものとする。  

２ 乙は、前項の要請を受けた場合は、速やかに、災害リハビリテーション支援チームを編

成し派遣するものとする。  

３ 乙は、甲と協議の上、派遣規模を決定する。  

４ 災害リハビリテーション支援チームの派遣場所は、原則として栃木県内とする。ただ 

し、他都道府県から派遣を依頼された場合の取扱いは第 14条に定める。 

 

（災害リハビリテーション支援チームの活動） 

第５条 乙が派遣する災害リハビリテーション支援チームは、甲及び市区町村が設置する 

避難所及び仮設住宅並びに支援対象者宅等において、災害リハビリテーション支援活動

を行うことを原則とする。  
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２ 災害リハビリテーション支援チームの活動は、次のとおりとする。  

(１) 避難所、避難場所及び支援対象者宅等の環境アセスメント並びに改善に関する対応

及び提案 

(２) 支援対象者に係るリハビリテーション適応に対する評価（リハビリテーショントリ

アージ）及び情報収集  

(３) 支援対象者の災害関連死、生活不活発病等を予防するための活動、理学療法、作業

療法及び言語聴覚療法を中心とした個別的・集団的リハビリテーション支援活動 

(４) リハビリテーション医療器材（福祉用具、補装具、自助具等）の評価及び提供に関

する対応  

(５) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる支援活動 

 

（連絡責任者の指定）  

第６条 第４条第 1項の派遣要請の手続を円滑に行うため、甲乙両者は、あらかじめ連絡責

任者及び副連絡責任者を定め、緊急時の連絡先を相互に報告するものとする。 

 

（指揮） 

第７条 乙が派遣する災害リハビリテーション支援チームに対する指揮は、甲が指定する

者が行うものとする。 

 

（災害リハビリテーション支援チームの輸送） 

第８条 災害リハビリテーション支援チームの輸送手段は、乙が確保するものとする。 

 

（合同防災訓陳への参加） 

第 9条 乙は、甲が行う合同防災訓練等に関し、甲の要請に基づき参加協力する。  

 

（リハビリテーション医療器材等の供給） 

第 10 条 乙が派遣する災害リハビリテーション支援チームが使用するリハビリテーション

医療器材、医薬品、支援用物品等は、当該災害リハビリテーション支援チームが携行する

もののほか、必要に応じて甲が供給するものとする。 

 

（医療費） 

第 11条 避難所等における支援対象者の医療費は無料とする。 

 

（支援活動終了の時期） 

第 12条 災害リハビリテーション支援活動の終了は、原則として避難所等の規模が縮小す

るとともに、被災地域のリハビリテーション支援体制がその機能を回復し、当該活動を引
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き継ぐことが可能となる時期とする。具体的な支援活動終了の期日については、甲乙協議

の上、決定する。 

 

（費用弁償） 

第 13条 甲の要請に基づき、乙が災害リハビリテーション支援活動を実施した場合に要す

る費用は、災害救助法及び甲の定めるところにより、次の各号について甲が負担するもの

とする。  

(１) 災害リハビリテーション支援チームの派遣に要する経費  

(２) 災害リハビリテーション支援チームが携行した医薬用資機材等を使用した場合の実

費  

(３) 前各号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める費用  

 

（損害補償等） 

第 14 条 甲の要請により支援活動をした乙の支援チーム員がそのために死亡し、負傷し、

もしくは疾病にかかり、又は損害の状態になったときは、甲は、次にあげる場合を除き、

その者またはその者の遺族もしくは被扶養者に対する損害補償を行うものとする。 

(１) 支援チーム員の故意又は重大な過失による場合 

(２) 他の制度等により補償をうける場合 

(３) 当該損害等が第三者行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けるこ

とができる場合 

 

（他都道府県の災害リハビリテーション支援チームの受入れ）  

第 15 条 災害の規模及び状況を踏まえて、甲が、甲以外からの災害リハビリテーション支

援活動のための人材を受け入れて対処することを決定した場合は、乙は他都道府県の災

害リハビリテーション支援チームの受入れに係る調整を行うものとする。  

 

（他都道府県への災害リハビリテーション支援チームの派遣）  

第 16 条 他都道府県における災害発生時に、他都道府県から甲に対して、災害リハビリテ

ーション支援チームの派遣依頼があり、甲が必要と認めた場合は、乙は災害リハビリテー

ション支援チームの派遣に係る調整を行うものとする。 

 

（活動報告） 

第 17条 乙は、災害リハビリテーション支援活動を実施したときは、活動終了後速やかに

活動報告を甲に行うものとする。  
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（細目）  

第 18 条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。  

 

（協議）  

第 19 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲

乙協議の上、定めるものとする。 

 

（有効期間）  

第 20 条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から起算して１年間とする。ただし、こ

の協定の有効期間満了の日の１月前までに、甲乙いずれからも何らかの意思表示がない

ときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長され、以降同様とす

る。この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１通を

所持する。 

 

 

 

令和７（２０２５）年３月２８日 

     甲 住所： 宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

       氏名： 栃 木 県 

 

           知 事  福 田  富 一 

       

 

 

令和７（２０２５）年３月２８日 

     乙 住所：宇都宮市駒生町３３３７番地１ 

       氏名：栃木県災害リハビリテーション支援関連団体協議会 

 

          会 長   船 越  政 範 
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２－20－１－８  災害時の医療救護に関する協定 

 

栃木県（以下「甲」という。）と一般社団法人栃木県臨床検査技師会（以下「乙」という。）

とは、災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「法」という。）及

び栃木県地域防災計画（以下「防災計画」）に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の

協力に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力要請） 

第２条 甲は、法及び防災計画に基づく医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合

は、乙に対して協力を要請することができる。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに臨床検査技師班を派遣するものとする。 

 

（臨床検査技師班の業務） 

第３条 乙が派遣する臨床検査技師班の業務は、臨床検査技師等に関する法律（昭和３３年法

律第７６号）に規定された業務の範囲とする。 

 

（指揮命令） 

第４条 乙が派遣する臨床検査技師班に係る指揮命令は、甲が指定する者が行うものとする。 

 

 （検査機器・検査試薬等） 

第５条 乙が派遣する臨床検査技師班が使用する検査機器及び検査試薬等は、当該臨床検査技

師班が携行するものの他、必要に応じて甲が供給するものとする。 

 

（費用の弁償等） 

第６条 甲は、甲の要請に基づき乙が協力のために要した次の経費を負担するものとする。 

（１） 臨床検査技師班の派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等 

（２） 臨床検査技師班が携行した検査試薬等を使用した場合の実費 

（３） 臨床検査技師班員が医療救護活動において負傷し、疫病にかかり又は障害の状態と

なり、あるいは死亡した場合の扶助費 

（４） 前各号以外の費用で、甲が特に必要と認める費用 

２ 前項に規定する費用弁償等の額については、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）に

基づく政令及び規則並びに「災害に際し応急救護の業務に従事した者等に係る損害賠償に関

する条例」（昭和３９年栃木県条例第１１号）の例による。 

 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、その都

度甲乙が協議して定めるものとする。 

- 22 -



（適用） 

第８条 この協定は、契約締結の日から適用し、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知し

ない限り、その効果は継続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙が署名押印の上、それぞれ１

通を保有する。 

 

令和７（２０２５）年４月１５日 

甲 宇都宮市塙田１丁目１番２０号 

                栃 木 県 

                 知 事   福 田  富 一  福 田  富 一 

 

 

              乙 宇都宮市若草１丁目１０番６号 

                一般社団法人栃木県臨床検査技師会 

                 会 長   日 髙  裕 介日 髙  裕 介 
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２－２０－２ 栃木県救急医療情報システムの概要

栃木県救急医療情報システム
（とちぎ医療情報ネット）

医療機能情報
医療機関

○病院、診療所、助産所及び薬局
薬 局 の医療機 能情報

一般県民

救急医療情報

県・郡市医師会 ○休日夜間急患センター及び在宅
当番医等の救急医療情報

救急医療応需情報
消防機関

○救急告示医療機関
・救急患者受入の可否
・診療科目別応需情報
・空床有無
・当直医情報

市 町 ○消防機関
・救急車による患者搬送情報

災害医療情報
県

○災害時の医療機関被災情報
○災害時の救急患者受入の可否

[厚生労働省]
広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

○各都道府県システムにおける全国共通の災害医療情報
○全国のＤＭＡＴ活動状況、広域医療搬送情報
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２－２０－３ 栃木県ＤＭＡＴ運営要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、県内外の地震、台風等の自然災害や、航空機、列車事故等の大規模

な事故（以下「災害等」という。）、及び新興感染症等のまん延時に、地域において必要

な医療提供体制を支援し、傷病者の生命を守るため、栃木県災害派遣医療チーム（以下

「栃木県ＤＭＡＴ」という。）の派遣に関して必要な事項を定め、災害時における医療救

護体制の充実強化を図る。 

（活動内容） 

 第２条 栃木県ＤＭＡＴは、消防機関等と連携し、原則として被災地内で次の活動を行う

ものとする。 

(1) 情報収集伝達、トリアージ、救急医療等を行う。 

(2) 災害拠点病院等の指揮下に入り、患者の治療等を行う。 

(3) 被災地内での患者搬送及び搬送中の診療を行う。 

(4) 新興感染症等のまん延時における入院調整、クラスター発生施設等の支援等を行う。 

２ 栃木県ＤＭＡＴは、前項の活動以外に、必要に応じて被災地内では対応困難な重症患

者に対する根治的な治療を目的に消防機関等と連携し、被災地外への患者搬送を行う。 

３ 栃木県ＤＭＡＴは、移動、医薬品等の医療資器材の調達、生活手段等については、自

ら確保しながら継続した活動を行うことを基本とする。 

（ＤＭＡＴ指定病院） 

 第３条 知事は、次に掲げる要件を満たす医療機関を「栃木県ＤＭＡＴ指定病院」（以下「指

定病院」という。）に指定することができる。 

(1) 病院として栃木県ＤＭＡＴを派遣する意思を持つこと。 

(2) 栃木県ＤＭＡＴの活動に必要な人員及び装備を持つこと。 

２ 知事は、医療機関の申し出に従い、指定病院の指定を行うとともに、指定病院との間

で「栃木県ＤＭＡＴ派遣に関する協定」を締結する。 

３ 知事は、前項による指定を行った際に、指定病院に対して指定証を交付する。 

４ 知事は、指定病院の長からの推薦に基づき、日本ＤＭＡＴ隊員養成研修のほか知事が

指定する研修を受講した者について、栃木県ＤＭＡＴ隊員として栃木県ＤＭＡＴ隊員登

録者名簿に登録する。 

５ 指定病院の長は、隊員に異動等があった場合には速やかに知事に対し報告し、また欠

員が生じた場合には、補充に努めることとする。 

 第３条の２ 知事は、次に掲げる要件を満たす医療機関を「栃木県ＬＤＭＡＴ指定病院」

（以下「Ｌ指定病院」という。）に指定することができる。 

(1) 病院として、栃木県内の災害等に限り、栃木県ＤＭＡＴを派遣する意思を持つこと。 

(2) 栃木県ＤＭＡＴの活動に必要な人員及び装備を持つこと。 

２ 知事は、医療機関の申し出に従い、Ｌ指定病院の指定を行うとともに、Ｌ指定病院と

の間で「栃木県ＤＭＡＴ（ＬＤＭＡＴ）派遣に関する協定」を締結する。 

３ 知事は、前項による指定を行った際に、Ｌ指定病院に対して指定証を交付する。 
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４ 知事は、Ｌ指定病院の長からの推薦に基づき、栃木県ＤＭＡＴ隊員養成研修のほか知

事が指定する研修を受講した者について、栃木県ＤＭＡＴ隊員として栃木県ＤＭＡＴ隊

員登録者名簿に登録する。 

５ Ｌ指定病院の長は、隊員に異動等があった場合には速やかに知事に対し報告し、また

欠員が生じた場合には、補充に努めることとする。 

６ Ｌ指定病院が指定病院の指定を受けた場合には、Ｌ指定病院の指定は解除されたもの

とする。 

（ＤＭＡＴの編成） 

第４条 栃木県ＤＭＡＴは、栃木県ＤＭＡＴ隊員登録者名簿に登録のある者をもって編成

する。 

２ 栃木県ＤＭＡＴは、１チーム当たり医師、看護師、業務調整員各１名の計３名を最小

人員とし、概ね５名の編成を基本とする。 

（派遣要請基準） 

 第５条 県内で災害等が発生した場合に、知事が栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請する基準は、

次のとおりとする。 

(1) 災害等により多数の傷病者が発生すると見込まれる場合 

(2) 被災者の救出に時間を要するなど栃木県ＤＭＡＴを派遣させ対応することが効果的

であると認められる場合 

(3) 県内市町の長又は消防本部の長から栃木県ＤＭＡＴの派遣要請があった場合で、栃

木県ＤＭＡＴの派遣が適当であると知事が認めた場合 

(4) 新興感染症に係る患者が増加し、通常の県内の医療提供体制の機能維持が困難、又

はその状況が見込まれる場合 

２ 県外で災害等が発生した場合、知事は、被災都道府県又は国からの要請に基づき栃木

県ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

（派遣要請） 

 第６条 知事は、前条の派遣要請基準に照らし、栃木県ＤＭＡＴを派遣させることが必要

であると判断したときは、指定病院及びＬ指定病院の長（以下「指定病院等の長」とい

う。）に対して栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

２ 県内消防本部の長は、県内で災害等が発生し、前条第１項第１号又は第２号の基準を

満たすと判断される場合には、指定病院等の長に対して栃木県ＤＭＡＴの派遣を要請す

ることができる。その場合、消防本部の長は速やかに知事に派遣の要請の報告を行うこ

ととする。 

３ 指定病院等の長は、知事（前項前段の場合にあっては消防本部の長。）からの要請を踏

まえ、栃木県ＤＭＡＴの派遣が可能と判断した場合には、速やかに知事（前項前段の場

合にあっては知事及び消防本部の長。）に報告するとともに、要請に従い栃木県ＤＭＡＴ

を派遣する。 

４ 指定病院等の長は、県内で災害等が発生し、前条第１項第１号又は第２号の基準を満

たすと判断される場合には、知事からの要請を待たずに栃木県ＤＭＡＴを派遣すること

ができる。その場合、指定病院等の長は速やかに知事に派遣の報告を行うこととする。 
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 ５ 知事は、第２項又は前項の規定に基づく報告を受けた際は、速やかに派遣の必要性を

判断し、必要性が認められる場合には、知事からの派遣要請があったものとみなす。 

６ 知事は、栃木県ＤＭＡＴの派遣要請を行う際には、関係機関と調整の上、栃木県ＤＭ

ＡＴの想定される業務及び現場状況等の情報を指定病院等に伝える。 

（活動報告） 

 第７条 指定病院等の長は、現場での活動が終了した後、栃木県ＤＭＡＴ活動記録報告書

により知事に報告する。 

（研修等） 

 第８条 指定病院等の長は、栃木県ＤＭＡＴ隊員の技術の向上等を図るため、災害拠点病

院や他の指定病院等と連携し、院内外における研修、訓練等に努める。 

２ 知事は、栃木県ＤＭＡＴの技術の向上や活動の円滑化を図るため、研修、訓練等の企

画及び実施に努める。 

（ＤＭＡＴ連絡協議会） 

 第９条 知事は、連絡協議会を設置し、栃木県ＤＭＡＴの運用及び研修等についての検討

並びに活動の検証を行うものとする。 

（その他） 

 第１０条 その他栃木県ＤＭＡＴに係る事項については、別途知事が定める。 

 

附 則 

  この要綱は、平成２１年１０月２３日から施行する。 

 

 附 則 

  この要綱は、平成２６年３月３１日から施行する。 

 

    附 則 

  この要綱は、平成３０年２月２７日から施行する。 

 

    附 則 

  この要綱は、令和４年２月９日から施行する。 
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２－２０－４ 医療機関等の救護班・ＤＭＡＴ・ＬＤＭＡＴ・ＪＭＡＴ・ＤＰＡＴの編成概要 

 

１．災害拠点病院の救護班の編成 

    次の拠点病院において１班以上の救護班を編成する。 

病 院 名 所 在 地 

済 生 会 宇 都 宮 病 院 宇 都 宮 市 

Ｎ Ｈ Ｏ 栃 木 医 療 セ ン タ ー 宇 都 宮 市 

ＪＣＨＯうつのみや病院 宇 都 宮 市 

上 都 賀 総 合 病 院 鹿 沼 市 

獨 協 医 科 大 学 病 院 壬 生 町 

自 治 医 科 大 学 附 属 病 院 下 野 市 

足 利 赤 十 字 病 院 足 利 市 

那 須 赤 十 字 病 院 大 田 原 市 

芳 賀 赤 十 字 病 院 真 岡 市 

獨協医科大学日光医療センター 日 光 市 

国際医療福祉大学塩谷病院 矢 板 市 

新 小 山 市 民 病 院 小 山 市 

佐 野 厚 生 総 合 病 院 佐 野 市 

 

 

２．ＤＭＡＴ・ＬＤＭＡＴ指定病院のＤＭＡＴ・ＬＤＭＡＴ 

  次のＤＭＡＴ・ＬＤＭＡＴ指定病院においては、１チーム以上のＤＭＡＴ・ＬＤＭＡＴを編成する。 

病 院 名 所 在 地 ＤＭＡＴチーム数 ＬＤＭＡＴチーム数 

済 生 会 宇 都 宮 病 院 宇都宮市 ５ － 

足 利 赤 十 字 病 院 足 利 市 ３ － 

那 須 赤 十 字 病 院 大田原市 ２ － 

獨 協 医 科 大 学 病 院 壬 生 町 ５ １ 

自 治 医 科 大 学 附 属 病 院 下 野 市 ３ － 

芳 賀 赤 十 字 病 院 真 岡 市 ２ － 

上 都 賀 総 合 病 院 鹿 沼 市 ３ － 

Ｎ Ｈ Ｏ 栃 木 医 療 セ ン タ ー 宇都宮市 ２ － 

Ｊ Ｃ Ｈ Ｏ う つ の み や 病 院 宇都宮市 ２ － 

獨協医科大学日光医療センター 日 光 市 １ １ 

国際医療福祉大学塩谷病院 矢 板 市 ２ － 

新 小 山 市 民 病 院 小 山 市 ３ － 

佐 野 厚 生 総 合 病 院 佐 野 市 ３ ０ 

那 須 南 病 院 那須烏山市 － １ 

宇 都 宮 記 念 病 院 宇都宮市 － ３ 

菅 間 記 念 病 院 那須塩原市 － ２ 

（注）ＬＤＭＡＴ（ローカルディーマット）とは、県が養成する県内災害等に対応する地域版ＤＭＡＴ

のことである。 

 

- 28 -



３．ＤＰＡＴ登録医療機関等のＤＰＡＴ 

病 院 名 所 在 地 隊員数 

岡本台病院（日本ＤＰＡＴ） 宇都宮市 医師４名、看護師８名、業務調整員３名 

獨協医科大学病院（日本ＤＰＡＴ） 壬生町 医師２名、看護師３名、業務調整員４名 

大平下病院（日本ＤＰＡＴ） 栃木市 医師２名、看護師１名、業務調整員１名 
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